
スマートフォン等での本の貸出について（北海道立図書館・議会図書室版） 

2026年 3月 11日（水）より、お持ちの電子機器（スマートフォン等）に利用者番号（以下バー

コード）を表示させたものを、利用者カードとしてお使いいただけるようになりました。 

 

                                   

 

 

 

 

１ 利用条件 

・利用者カードの本登録手続きが完了している。 

・パスワード設定が完了している。 

２ 利用方法 

（１）道立図書館ホームページの「Mｙページ」にスマートフォン等でアクセス。 

 下記の2次元バーコードを読み取り、認証画面で「利用者カード番号」と「パスワード」を入力

し、ログインします。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

お持ちのスマートフォンで 

簡単、便利に！ 

スマートフォンが、図書館の 

利用者カードになります。 
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（２）「My ページ」トップページの「バーコードボタン」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）バーコードが表示されます。貸出しの際にカウンターでご提示ください。 

 

利用にあたっての注意事項 

① カードは処分せず、お手元で保管してください。 

② 従来の利用者カードも引き続きご利用いただけます。 

③ スクリーンショットでの貸出はできません。ログイン後、表示されるバーコードを
ご提示ください。（現在日時を確認させていただきます。） 

④ ご本人の利用に限ります。また、本人確認でお名前をうかがうことがあります。 

⑤ バーコードの読み取りが上手くいかない場合は、明るさの調整をお願いする 

ことがあります。 

 

 


